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資 料 ４



都市計画の案の理由書

１ 種類・名称

青梅都市計画防火地域及び準防火地域

（青梅インターチェンジ北側地区地区計画関連）

２ 理 由

本地区は、首都圏中央連絡自動車道青梅インターチェンジの北側に隣

接していることから、「東京都西南部の流通業務施設に関する整備方針」

（平成２０年５月）において、流通業務地区の候補地として位置づけ

られ、「多摩部１９都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（令和３年３月）」において、自然環境に十分配慮しながら、流通業務機

能などが集積する拠点を形成することとされている。

さらに、「青梅市都市計画マスタープラン（平成２６年５月）」では、

広域交通の結節点としての利便性を生かし、土地区画整理事業による基

盤整備を進め、物流を中心とした流通業務機能などの集積を図ることと

している。また、本地区の集団的農地は、「青梅市緑の基本計画（平成

２６年５月）」において、開発の際に計画的に緑を配置していく地域とさ

れている。

これらの上位計画の基本事項を踏まえ、計画的に緑を配置していくと

ともに周辺の農地や住環境に配慮しつつ、広域交通の利便性を生かし

た物流拠点の形成を図るため、青梅インターチェンジ北側地区地区計

画を決定することとなった。

このような背景を踏まえ、面積約５０．１ｈａの区域について、都

市防災上の観点から検討した結果、防火地域および準防火地域を変更

するものである。



青梅都市計画防火地域及び準防火地域の変更（青梅市決定）

都市計画防火地域及び準防火地域を次のように決定する。

面積欄の（ ）内は変更前を示す。

「種類、位置および区域は、計画図表示のとおり」

理 由 : 青梅インターチェンジ北側地区地区計画の決定に伴い、都市防災上の観点から

検討した結果、防火地域および準防火地域を変更する。

変 更 概 要

種 類 面 積 備 考

防 火 地 域
約 ha

26.5

準防火地域

約 ha

1414.6

（1364.5）

合 計

約 ha

1441.1

（1391.0）

番

号
変 更 箇 所 変 更 前 変 更 後 面 積 備 考

1

青梅市今井２丁目、今井

４丁目および今井５丁

目各地内

指 定 な し 準 防 火 地 域
約 ha

50.1






